
子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令案について（概要） 

 

こども家庭庁成育局保育政策課 

 

１．改正の趣旨 

○ 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）において、保育

所等の利用については、保護者の就労などにより保育の必要性がある者を対象としており、

法第 20 条の規定に基づき、保育所等の利用を希望する保護者は市町村に申請し、保育の

必要性に関する認定を受けることとされているところ。この申請の際、保護者は必要性の

理由を証する書類（就労の場合は就労を証する証明書。以下「就労証明書」という。）を

添付することとされている。また、法第 22 条の規定に基づき、保護者は毎年、市町村に

労働、疾病等の状況に関する書類（就労の場合は就労証明書）を提出することとされてい

る。 

〇 令和５年度の規制改革実施計画（令和５年６月 16 日閣議決定）において、認定の申請

時に必要となる就労証明書の作成等に関する手続の負担軽減として、国が事務連絡で示し

ている就労証明書の標準的な様式を全ての地方公共団体において原則使用するものとす

るべく、法令上の措置を講ずること等とされた。これを受け、令和５年９月に、子ども・

子育て支援法施行規則（平成 26 年内閣府令第 44 号）について所要の改正を行い、就労証

明書の標準的な様式（様式第１号）を定めた。 

〇 今般、就労証明書について、現在自治体が任意で設けている「追加項目」のうち、必要

と整理されたものを様式第１号に加える改正を行う。 

 

２．改正の概要 

○ 様式第１号について、「追加的記載項目欄」を削除し、「(雇用契約の)満了後の更新の有

無」、「入所内定時育休短縮可否」、「育休延長可否」、「単身赴任期間（予定含む）」及び「保

護者記載欄」の項目を加える。 

 

３．根拠条項 

○ 法第 20 条第１項、第 23 条第１項、第 30 条の５第１項及び第 30 条の８第１項 

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和６年９月下旬（予定） 

○ 施行期日：公布日 


